
柳

沢

経

莚

に

つ

い

て

口禾

島

芳

男

一

徳
川
将
軍
の
好
学
に

つ
い
て
は
、
た
れ
し
も
ま
ず
挙
げ
る
の
は
綱
吉

の
儒
学
尊
崇
で
あ
ろ
う
。

綱
吉
は
家
光
の
節
三
子
で
あ
る
が
、
延
宝
八
年

(
一
六
八
〇
)

兄
将
軍

家
綱
死
去

の
と
き
、
次
兄
綱
重
が
既
に
亡
き
人
で
あ

っ
た
の
で
、
綱
吉
が
家
綱

の
後
を
継
い
で
五
代
将
軍
と
な

っ
た
。
父
家
光
は
生
前
綱
吉

の
養
育
に

つ
き
生
母
桂
昌
院

に
対
し
、

[
わ
れ
戦
国
の
世

に
生
ま
れ
あ
い
て
、
幼
よ
り
専
ら
武
技
を
の
み
研
精
し
、

文
学
に
お

い
て
は
力
を

用
い
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、

年
若
く
て

大
統
を
受
継
し
か

ば
、
元
よ
り
読
書
の
暇
も
な
か
り
し
が
、
今
天
下
大
小

の
機
務
を
と
り
行
ふ
に
至
り

て
、
事

に
臨
み
折
に
ふ
れ

て
悔
る
事
少
か
ら
ず
、

こ
の
児
聡
封,心衆
に
超
た
り
、
こ
れ

を
教
む

に
は
、
第

一
文
学
を
も
て
先
務
と
し
、
年
た
け
て
悔
る
事
あ
ら
し
む
な
」
と
諭
し
た
の
で
桂
昌
院

は
涙
を
浮
か
べ
て
承
服
し
、
専
ら
こ
の
教
訓
に
従

い
、
綱
吉

の

補
導
に
努
も

・
綱
吉
の
進
境
も
著
し
く
、
青
年
時
代
か
ら
、
み
ず
か
ら
近
習
の
者
に
書
を
講
じ
た
。
延
宝
八
年
将
軍
宣
下

の
直
鋒

林
春
常
信
篤

・
人
見
友
元
宜
郷
を

召
し
て
経
書
を
討
論
し
、
次
い
で
信
篤
を
し
て

『
大
学
』
を
進
講
せ
し
め
、

い
ず
れ
も
以
後
月
両

三
度

の
常
例
と
し
た
。
次

い
で
天
和
二
年

(
一
六
八

二
)
元
旦
、
初
め

て
読
書
始
め
の
儀
を
行
な
い
、
小
納
戸
柳
沢
保
明
に

『
大
学
」

の
三
綱
領
を
講
ぜ
し
め
、

こ
れ
も
年
々
の
定
式
と
し
た
。
ま
た
貞
享

二
年

(
一
六
八
五
)
四
月
、
信
篤
が

②

『
詩
経
』
を
進
講
し
た
が
、

こ
れ
ま
た
以
後
月

三
四
回
の
定
例
と
な

っ
た
。

一
方
元
禄
三
年

(
一
六
九
〇
)
八
月
、
綱
吉
は
老
中
以
下
諸
有
司
を
召
し
、
み
ず
か
ら

『
大

学
』
を
講
じ
た
の
を
初
め
と
し
て
、
以
後
毎
年
四
書

の
講
義
を
続
け
、
後

に
は
大
名

.
旗
本
以
下
儒
臣

.
僧
侶

.
神
官
に
も
聴
問
さ
せ
た
。
林
信
篤
が
蓄
髪
し
て
大
学
頭

に
任
ぜ
ら
れ
、
湯
島
の
聖
堂
の
造
営
が
進
ん
だ

の
は
、

こ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
り
、

綱
吉
が
初
め
て

聖
堂
に
臨
ん
で
釈
莫
を
見
、

そ
の
後
行
殿
で
み
ず
か
ら
経
書
を
講

じ
、
諸
老
臣

・
儒
臣
等
に
傾
聴
さ
せ
た
の
は
翌
四
年

二
月
で
あ

っ
た
。
綱
吉
の
熱
心
は
ま
す
ま
す
加
わ
り
、
城
中

に
お
け
る
毎
月
数
度

の
例
講

の
ほ
か
、
し
ば
し
ば
大
名

の
邸
に
臨
み
、
ま
ず

み
ず
か
ら
書
を
講
じ
、
次

に
亭
主
や
そ
の
家
臣
の
進
講

・
討
論
を
聴
い
た
。
綱
吉
は
殊
に

『
孝
経
」
と

「
大
学
」
と
の
講
義
を
得
意
と
し
、
朱
注
を

柳
沢
経
延
に
つ
い
て
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柳
沢
経
延
に
つ
い
て

も
併
せ
て
読
涌
流
る
る
が
ご
と
く
で
あ

っ
た
と
い
う
が
、
城
中

の
講
鑓

の
最
も
頻
繁
で
あ

っ
た

『
易
」

の
ご
と
き
は
元
禄
六
年

(
一
六
九

三
)
四
月
開
講
以
来
、
同
十
三

年
十

一
月
ま
で
の
八
年
間
に
二
百
四
十
座
に
及
ん
だ
。

「
常
憲
院
殿
贈
大
相
国
公
御
実
紀
」

(
『
憲
廟
実
録
』
)
の
賛

に
右

の

『
易
」

の
寛
宴
の
事
に
続
い
て
、

「
古
よ

り
中
華

.
吾
邦
の
人
主
、
経
鑓

に
臨
給
ふ
も
、
皆
儒
臣
の
進
講
を
聴
給
ふ
計
に
て
親
ら
経
書
を
講
じ
給
ふ
事
、
誠
に
希
代
の
美
談
也
、
梁
武
帝
、
吾
邦

の
聖
徳
太
子
は
僅

に
仏
経
を
講
じ
給
ひ
て
、
又
経
典
に
及
ば
ず
、
歴
代
儲
君
釈
莫
の
時
、
国
学

に
臨
ん
で
、
親
ら
講
経
し
給
ふ
も
、
唯

一
章

一
段
に
止
ま
る
を
、
八
ケ
年

の
久
し
き
を
経
て

崇
儒
好
文
の
御
志
、
少
も
慨
り
給
は
ぬ
事
、
此
よ
り
後
も
か
か
る
盛
挙
あ
る
べ
し
と
も
覚
え
ず
」
と
大
書
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
と
き
祝
儀
と
し

て
信
篤
に
二
百
石
加
増

さ
れ
、
そ
の
子
弟
.
門
人
.
そ
の
他
の
儒
員
に
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
賞
賜
が
あ

っ
た
。

『
常
憲
院
殿
御
実
紀
」
附
録
巻
中
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
あ
る
書
に
こ
の
こ
と
を
記
し

て
、

「
博
士
は
昔
よ
り
貧
し
き
も

の
の
例
に
思
ひ
た
る
に
、
今

の
世
に
は
、
か
う
よ
う
の
者

の
時
を
得
た
る
は
、
か
し
こ
き
御
代

の
ほ
ど
あ
ら
は
れ
ぬ
」
と
見
え
た
と
い
う
・

③

ま
こ
と
に
綱
吉

の

一
代

こ
そ
徳
川
文
教

の
最
高
潮
時
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

321
、 、 、

注
『
常
憲
院
殿
御
実
紀
』
附
録
巻
上
。

同
上
書
附
録
巻
下
。
同
本
文
巻
二
・
五

・
十

一
。

同
上
書
本
文

(巻
数
略
)。

『好
書
故
事
』
巻

一
・
二

・
三

・
四

・
五

・
六

・
七

・
九
。

『
昌
平
志
』
巻
二
。
栗
田
元
次

『綜
合
日
本
史
大
系
』
巻
九
、

な
お

「常
憲
院
殿
贈
大
相
国
公
御
実
紀
』

(
『
憲
廟
実
録
』
)
は
柳
沢
吉
保
が
晩
年
荻
生
祖
榛
ら
に
命
じ
て
編

修
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

江

戸

時

代

、

四

三

一
ペ
ー

ジ

。

一40一

元
禄
元
年

(
一
六
八
八
)
四
月

二
十

一
日
、
綱
吉
は
初

あ
て
側
用
入
牧
野
成
貞
邸
に
赴
き
、
亭
主
に
懇
詞
を
加
え
、

二
万
石
益
封
し
た
。

『
常
憲
院
殿
御
実
紀
」
巻
十

七
に
よ
れ
ば
、

「
こ
れ
そ
の
か
み
井
伊

.
酒
井
な
ど
い

へ
る
閥
閲
の
家
に
は
な
ら
せ
給
ひ
し
先
躍
少
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
成
貞
が
ご
と
き
家
に
わ
た
ら
せ
給
ひ

し

こ
と
其
例
な
し
。
成
貞
、
潜
邸

の
と
き
よ
り
輔
導
の
職

に
あ
り
、
今
ま
た
睨
近
、
年
を
か
さ
ね
て
怠
ら
ざ
る
を
も
て
、

こ
と
さ
ら
寵
巻

の
盛
慮
よ
り
、
か

く
仰
出
さ
れ

し
な
る
べ
し
。
成
貞
が
身

に
と

っ
て
、
い
と
有
が
た
き
光
栄
と
朝
野
う
ら
や
ま
ざ
る
も
の
な
し
」
と
あ
り
、
同
書
巻
三
十

二
に

■
こ
の
の
ち
其
邸

に
な
ら
せ
給
ふ

こ
と
、

①

年
ご
と
に
数
度
に
及
べ
り
」
と
載
せ
て
い
る
。
な
お
同
書
巻
二
十

二
に
は

元
禄

三
年
九
月
六
日

牧
野
邸
に
て

綱
吉
み
ず
か
ら

『
大
学
」
を
講
じ
た
と
あ
り
、

同
巻

二
十



四
、
元
禄
四
年
十

一
月
四
日
牧
野
邸
臨
駕
の
条
に
も

一
け
ふ
も
御
講
経
あ
り
」
と
見
え
て
い
る
。
綱
吉
は
こ
の
外
に
も
本
庄
宗
資

.
土
屋
政
直

.
松
平
輝
貞
等
等
、
外
戚

宿

孝

近
臣
の
宅
に
と
き
ど
き
臨
み
・
大
て
い
講
経
し
た
癖

特
に
柳
沢
保
明
邸
臨
駕
は
実
に
辛

八
度
に
及
殉

し
か
も
ほ
と
ん
ど
箇

講
書
を
行
な

っ
た
点
に
お

い
て

「
柳
沢
経
雛
」
と
呼

ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
あ

っ
た
。

柳
沢
保
明

の
好
文
は
必
ず
し
も
将
軍
に
迎
合
す
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
晩
年

の
彼

の
勉
学
は
和
歌
や
禅
に
も
及
ん
だ
が
、
経
学
は
綱
吉
の
近
習
と
し

て
館
林
の
潜
邸

に
仕
え
た
こ
ろ
か
ら
綱
吉

の
講
釈
を
聴
き
、
綱
吉

の
学
問

の
弟
子
と
称
せ
ら
れ
た
。
そ
し

て
綱
吉
継
統
後

の
天
和
二
年

(
一
六
八
二
)
以
来
新
年
の
読
書
始

に
は
保
明
が

講
経
す
る
例

と
な

つ
恥

綱
吉
が
初
め
て
神
田
橋
内
の
保
明
邸
に
臨
ん
だ
の
は
元
禄
四
年

(
=
ハ
九

一
)

三
月
二
±

百

、
即
ち
湯
島
聖
堂
落
成
間
も
無
き
こ
ろ
で
、
時

に
保
明
は
側

用
人
で
あ

っ
た
。

こ
の
日
綱
吉
は
み
ず
か
ら

『
大
学
』
を
講
じ
、
次
い
で
保
明
に
命
じ
て

『
大
学
」
の
八
条
目
を
講
ぜ
し
め
、
な
お
柳
沢
家
臣
の
文
学
あ
る

者
ど
も
を
召
し
て
次

々
に
進
講
さ
せ
、
果
て
は
権
僧
正
隆
光
ら

の
仏
教
講
説
ま
で
あ
り
、
別
室
の
猿
楽

の
と
き
は
綱
吉
自
身
も
舞

っ
た
。

こ
の
年
は
な
お
五
月
九
日

.
九

月
十

一
ロ

゜
十
月
十
三
日
に
臨
駕
あ
り
、

そ
の
都
度
綱
吉
は

「
孟
子
」
ま
た
は

『
中
庸
」
、

保
明
は

『
論
語
」
を
講
じ
、
外
に
家
臣
四
五
人
乃
至
十

一
人
が
諸
書
を
進
講

し
た
。
翌
五
年
の
臨
駕
は
二
月

二
十

二
日

・
四
月
十

一
ロ

・
九
月

二
十
六
日

・
十
月

二
十
七
日
の
四
回
で
、
毎
度
ま
ず
綱
吉
が

『
中
庸
』
、
保
明
が

『
論
語
』
、
家
臣
ら
の

諸
書
進
講
と

い
う
順
序
は
変
ら
な
か

っ
た
が
、
た
だ

二
月
に
は
知
足
院
隆
光
ら
僧
衆
の
仏
教
講
説
が
加
え
ら
れ
、
九
月
に
は
保
明
の
両
息
安
貞

.
安
基
を
綱
吉
の
学
問

の

弟
子
と
す
る
旨
の
面
命
が
あ
り
、
十
月
に
は
特

に
陪
席
し
た
林
大
学
頭
信
篤

・
大
河
内
新
助
良
資
の

進
講
が

あ

っ
た
。

翌
六
年

に
は

二
月
四
日

.
四
月
五
日

.
九
月

三

日

゜
十
二
月

三
日

の
四
回
の
臨
駕
が
あ
り
、
依
然
将
軍
の
親
講
は

『
中
庸
」

(十

二
月

に
は

『
論
語
」
も
)
、

保
明
の
進
講
は

『
論
語
」

で
、

家
臣
の
講
釈
も
行
わ
れ
た

が
、
四
月
に
は
龍
興
寺
全
底
ら
の
禅
問
答
が
あ
り
、
十
二
月

に
は
柳
生
の
内
蔵
助
の
剣
道
御
覧

の
上
、
綱
吉
み
ず
か
ら
立
会

っ
た
。
同
七
年
の
臨
駕
は
二
月
三
日

.
九
月

⑤

三
日

・
十

二
月

三
日

の
三
回

で
、
講

書

・
進

講
は
例

の
ご

と
く
、

た
だ
十

二
月

に
盲

人
が

『
大
学
』

を

諸
講

し
、

鍼
書

を
講

じ
た

の
は
珍

し
か

っ
た
。

⑥

柳
沢
経
箆

の
内
容
が

一
段
と
詳
し
く
知
ら
れ
る
の
は
元
禄
八
年

(
一
六
九
五
)
以
後

で
あ
る
。
こ
の
年

二
月
十
日
の
臨
駕
の
と
き
、
綱
吉
は
み
ず
か
ら

『
論
語
』
を
講

じ
、
保
明
及
び
家
臣
等
も
み
な
同
書
を
講
じ
た
が
、
五
月
四
日
に
は
綱
吉
が
ま
ず

『
論
語
」
述
而
編

【
仁
遠
乎
哉
」

の
章
を
講
じ
、
老
中

.
若
年
寄
以
下
及
び
保
明

の

一

族

・
家
臣
等
が
拝
聞
、
次
い
で
家
臣
細
井
次
郎
大
夫
以
下
八
名
が

『
大
学
」
の
㎜
格
物
致
知
」
と
い
う
事
を
論
議
し
、
次
に
御
能
三
番
の
後
、
次
郎
大
夫
ら
六
名
が

「
敬
」

の

一
字
を
論
じ
た
。
九
月
十
日
の
来
臨
に
は
綱
吉
は

『
中
庸
」
第
十

八
章
を
講
じ
、
井
伊
真
興

.
藤
掌

口同
久
始
め
老
中

.
若
年
寄
十

一
名
、
御
側
衆

.
僧
衆

.
医
官
並
び

に
保
明
の

一
族

・
家
臣
等
が
拝
聞
し
、
次
に
保
明
が

『
論
語
』
、
家
臣
志
村

三
左
衛
門
は

『
孟
子
」
を
進
講
、
次

に

次
郎
大
夫
ら
九
名
が

『
論
語
』
学
而
篇
の

志
学

の
章

柳
沢
経
延
に
つ
い
て
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柳
沢
経
延
に
つ
い
て

に
つ
き
疑
義
を
呈
し
、
綱
吉
が
こ
れ
に
答
え
た
。
十

一
月
十

五
日
、
保
明
の
嫡
子
安
貞
が
登
城
し
、
初
め
て
綱
吉
か
ら

『
大
学
』
の
句
読
を
授
け
ら
れ
た
。

『
御
実
紀
』

に
は

「
こ
れ
さ
き

に
御
弟
子
に
な
さ
れ
し

に
よ

っ
て
な
り
」
と
説
明
し

て
い
る
。
十
二
月
十
日
、
本
年
最
後
の
経
鑓

に
は

『
論
語
』
顔
淵
の
首
章
を
親
講
、
保
明
は
同
書

述
而
編
、
家
臣

一
人
も
同
書
述
而
編
を
講
じ
た
。
次
回
即
ち
元
禄
九
年

(
=
ハ
九
六
)
二
月
十

一
日
に
も
綱
吉
は

『
論
語
」
子
軍
編

一
子
在
二
川
上
一日
、
逝
者
如
レ
斯
夫
、

不
レ
舎
二
昼
夜

己

の
章
を
講
じ
、

老
中
以
下
柳
沢
家
臣
ま
で
拝
聴
、

保
明
及
び
家
臣
七
人
も

『
論
語
」

の
諸
編
か
ら

一
章
ず

つ
を
講
じ
た
。
更
に
こ
の
年
九
月
十
八
日
の

来
駕

の
と
き
は
綱
吉
の

『
大
学
』
、
保
明
の

『
論
語
」
講
説
の
後
、
家
臣

二
十

三
人
が
出
て
、
か

の
司
馬
光
の

『
疑
孟
」
に

つ
い
て
討
論
し
、
次
に
林
大
学
頭
信
篤
が
出

座
し
て

『
孟
子
」
公
孫
丑
編
上
、

「
至
大
至
剛
」

の

一
節
を
講
じ
、
家
臣
十

三
人
が
問
難
し
た
。
本
日
の
論
議
に
あ
ず
か

っ
た
柳
沢
家
儒
臣
の
中

に
は
、
か
の
細
井
次
郎

大
夫
の
ほ
か
荻
生
惣
右
衛
門
の
名
が
初
め
て
注
目
を
ひ
く
。
次

に
十

二
月
十
八
日
の
講
鑓
で
は
綱
吉

の

『
孟
子
』
、
保
明
の

『
論
語
』

の
講
釈
に

次
い
で

荻
生
惣
右
衛
門

は

『
書
経
』
を
講
じ
、
ま
た
家
臣
六
名
が
そ
れ
ぞ
れ
経
典

の

一
節
を
講
じ
た
。
そ
し
て
細
井
、
荻
生
ら
当
家
の

「
学
問
教
授

の
者
」

二
十
五
名

に
賞
賜
が
あ

っ
た
。
翌
十

年

二
月
三
日
の
来
臨
に
は
保
明
四
十
の
賀
と
て
綱
吉
自
筆

の
賀
詩

の
色
紙
を
亭
主
に
与
え
、
次
に

『
孟
子
」
尽
心
章
句
上
、

「
万
物
皆
備
二
於
我

一　
」

の
章
を
講
じ
、
老

中
四
入
以
下
が
拝
聞
、
保
明
は

『
論
語
」
を
講
じ
た
。
こ
の
日
は
な
お
柳
沢
家
臣
二
十
四
人
が

『
宋
史
」
道
学
伝
の
人
物
を
論
じ
、
志
村
三
左
衛
門
が
発
題
し
、
細
井
次

郎
大
夫
が
周
茂
叔
、
荻
生
惣
右
衛
門
が
司
馬
光
の
事
を
弁
じ
た
が
、
既
に
日
没

の
た
め
中
止
と
な

っ
た
。

し
か
し
柳
沢
家

の
儒
臣
は
右
の
通
り
既
に
多
士
済

々
で
あ
り
、

そ
の
経
業
も
単
な
る
講
釈

・
注
解
か
ら
質
疑

・
討
論
に
進
み
、
あ
る
い
は
前
賢

の
孟
子
観
を
再
批
判
し
、
あ
る
い
は
宋
儒

の
業
績
を
評
論
す
る
ま
で
に
な

っ
た
の
は
大
い

に
注
目
す
べ
き
進
境
と
い
う
べ
く
、
今
後
の
発
展
も
ま
た
期
し

て
待

つ
べ
き
で
あ

っ
た
。
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注

1
、

『常
憲
院
殿
御
実
紀
』
巻
十
七
、
元
禄
元
年
三
月
十

二
日
、
四
月
二
十

一
日
、
同

二
十

二
日
条
。
同
巻
三
十

二
、
元
禄
八
年
十

一
月
二
十
九
日
条
。

2
、
同
上
書
巻

二
十
六
、
二
十
七
、
二
十
八
、
二
十
九
、
三
十

一
、
三
十
二
、
三
十
三
、
三
十
四
、
三
十
五
、
三
十
七
、
三
十
八
、
四
十

一
、
四
十
四
、
四
十
六
、
四
十
八
、
五
十
二
、
五
十

五
。

3
、
こ
の
外

に
な
お

『常
憲
院
殿
御
実
紀
』
巻
五
十
八
に
元
禄
十

一
年
十
二
月
十
日
、
綱
吉
は
柳
沢
邸
に
臨
ん
だ
が
、
市
中

の
火
災
の
た
め
急
ぎ
帰
城
し
た
こ
と
が
あ
る

(本
文
後
出
)
。

4
、

『常
憲
院
殿
御
実
紀
』
巻
五
、
四
十
四
。

5
、
同
上
書
巻

二
十

三
、
二
十
五
、
二
十
七
。
な
お
本
書
に
は
将
軍
来
臨
の
際
の
柳
沢

一
族

・
家
臣
に
対
す
る
莫
大

な
賜
物
を
詳
記
す
る
が
、

本
論
文
で
は
紙
数
の
関
係
か
ら
す
べ
て
省
略
し

た
。



6
、

『
近

藤

正
斎

全

集

』

巻

三
所

収

『
好

書

故

事

』
巻

一
-

卜

(巻

四

.
五

.
八

.
十

欠

)
。

う

が

多

い
。

講
経

の
個
所
、
家
臣
の
姓
名
、

賜
物
等
を
逐

一
明
記
し
、

『御
実
紀
』
と
照
合
し
て
得
る
と
こ

し
か
る
に
次
回
即
ち
元
禄
十
年

(
一
六
九
七
)

三
月
十

一
日
の
来
臨
は
保
明
が
嫡
子
安
貞
の
た
め
に
新
亭
を
増
築
し
た
こ
と
を
賀
す

る
趣
意
に
い
で
、
ま
ず
新
亭
を

一

見
し
て
安
貞

に
過
分
の
祝
儀
を
与
え
、
ま
た

『
大
学
』

の
八
条
目
の
句
読
を
授
け
、
次
に
本
邸
に
お
い
て

『
孟
子
」
離
婁
編

の
う
ち

r
愛
・
入
不
・
親
反
二
其
仁
己

の
章
を

講
じ
、
保
明
は

『
論
語
』
を
講
じ
た
.
ま
た
九
月
+
二
日
に
は
桂
.口
院
が
初
め
て
同
行
し
、
細
井
次
郎
大
夫

荻
生
惣
右
禽

ら
+
名

の
家
臣
の

『
周
謹

討
論
議

中

で
聴
聞
し
た
。

こ
の
日
は
綱
吉

・
保
明
の
講
書
は
な
く
、
代
わ
り
に
惣
右
衛
門
が
護
持
院
隆
光
と

三
密
具
厭

の
義
を
論
じ
、
ま
た
家
臣

二
名
が
金
地
院
並
口
済
と
禅
機
を
問

答
し
た
・
十

一
月
十
四
日
に
は
邸
内

で
仮
に
行
わ
れ
た
公
事
訴
訟
の
さ
ま
を
見
て
後
、
『
論
語
」
雍
也
編

一
智
者
楽
・
水
」

の
章
を
親
講
、
保
明
も

『
論
語
』
を
講
じ
た
。

次

に
惣
右
衛
門
、
次
郎
大
未

り
五
名
が
さ
き
の
親
講
中
の
秀
句
に

つ
き
纂

し
、
ま
た
別

の
家
臣
数
名
が

璽

日論
孟
義

じ
た
が
、

か
れ
.り
の

碑

に
は

『
職
原
紗
」
や

『
徒
然
草
」
を
説
く
者
も
あ

っ
た
。

こ
の
月
二
十
六
日
に
ま
た
臨
駕
が
あ

っ
た
が
、

こ
の
た
び

は

一
た
ん
柳
沢
邸
に
入

っ
て
後
、
黒
田
豊
前
守
直
邦
方
に
赴
い
て
講
釈
あ

り
・
次
に
柳
沢
邸

に
帰

っ
て

『
中
庸
」
第
十
九
章
を
請
じ
た
。

こ
の
日
月
桂
寺
長
老
碩
秀
ら
が
召
さ
れ
、

禅
侶

の
問
笑
口も

行
わ
れ
た
が
、

柳
沢
家
臣

の
講
釈
は
な
か

っ

た
・
十
二
月
十

一
日
、
本
年
六
回
目

の
臨
駕

の
と
き
に
は
綱
吉
は

『
論
語
」
顔
淵
編

「
焚
遅
問
・
仁
」
の
章
を
親
講
、
保
明
も

『
論
語
』

の

一
章
を

進
講
し
た
が
、

八
コ
回

も
柳
沢
家
臣

の
講
釈
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

翌
元
禄
十

一
年

(
一
六
九
八
)
二
月
九
日
の
臨
駕

に
は

『
孟
子
」
尽
心
編
上
、
「
孔
子
登
二
東
山

一」

の
章
を
親
講
、
保
明
も
同
書

の

一
章
を
講
じ
た
。

果
て
て
談
、

綱

吉
は
小
姓
藤
沢
九
大
夫
の
も
と
を
訪
れ
た
。
十

二
月
十
日
、
ま
た
臨
駕
が
あ

っ
た
が
、
市
中

に
火
災
が
起
り
、
日
本
橋
ま
で
焼
落
ち
た
の
で
綱
吉
は
急
ぎ
帰
城
し
た
。
翌

十
二
年

二
月
九
日
の
臨
駕

の
際
は

『
孟
子
」
尽
心
章
句
上
、
酬
仁
言
不
・
如
・
仁
声
之
入
・
人
深

一」

の
章
を
親
講
、
保
明
も
同
編

の

一
章
を
講
じ
た
。

な
お
こ
の
日
は
特
命

に
よ
り
家
臣
荻
生
惣
右
衛
門
が

『
大
学
』

の

「
明
徳
」
は
心
か
性
か
と
い
う
問
義
を
立
て
、
同
じ
く

家
臣
細
井
次
郎
大
夫
ら

数
名
が

こ
れ
に
対
す
る

各
自
の
意
見
を
述

べ
・
綱
吉
は
み
ず
か
ら
そ
の
い
ち
い
ち
に
つ
い
て
理
非
を
弁
析
し
た
。
こ
う
い
う
経
籏
ら
し
さ
は

一
昨
年
来

よ
う
や
く
再
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
れ

に
次

④

ぐ
五
月
二
十
六
日
の
臨
駕

の
と
き
は
、
ま
ず
柳
沢
邸
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
黒
田
豊
前
守
お
よ
び
藤
沢
九
大
夫
方
に
赴
き
、
そ
れ
ぞ
れ
講
書
し
、
八

ッ
時
前
に
柳
沢
邸

に
も

柳
沢
経
延
に
つ
い
て

`iJ
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柳
沢
経
延
に
つ
い
て

ど
り
、
『
中
庸
』
第
二
十
章

「
政
也
者
蒲
盧
也
」

の

一
句
を
親
講
し
た
が
、
続
い
て
保
明
や
柳
沢
家
臣

の
講
を
聴
く
暇
は
無
か

っ
た
ら
し

い
。

次
に
閏
九
月

二
十

一
日
は

『
中
庸
」
第

二
十
章
の
う
ち
前
回
に
続
き

「
故
爲
レ
政
在
レ
人
」

の
段
を
親
講
、
保
明
は

『
孟
子
」
の

一
章
、
家
臣
津
田
惣
助
は

『
孔
子
家
語
」
を
講
じ
た
。
続

い
て
同
じ

く
家
臣
柳
生
内
蔵
助
が

『
新
蔭
流
兵
法
玉
成
秘
書
』
を
講
じ
た
と
き
、
綱
吉
は
そ
れ
が
か

つ
て
柳
生
飛
弾
守
宗
冬
に
学
ん
だ
と
こ
ろ
と
符
合
す
る
と
て
大
い
に
興
味
を
示

し
、
そ
の
本
や
内
蔵
助
が
宗
冬
か
ら
得
た
免
許
状
を

一
覧
、
な
お
家
臣
ら
の
武
技
を
見
、
別
席

に
移

っ
て
三
奉
行
聴
訴

の
さ
ま
を
見
た
。
十

二
月
三
日
来
駕
の
と
き
に
は

保
明
の
嫡
子
安
貞
を
従
四
位
下
に
叙
し
、
越
前
守
と
改
称
さ
せ
、
次
に

『
孟
子
」
尽
心
章
句
上
、
「
形
色
天
性
也
」
を
親
講
、
保
明
も
同
書

の

一
章
を
進
講
し
た
。

翌
十

三

⑤

年
の
臨
駕
は
僅
か
二
回
で
、

二
月

二
十
二
日
に
は

『
孟
子
』
、
九
月
六
日
に
は

『
論
語
』
を
親
講
、
保
明
は
前
後
と
も

『
論
語
』
を
進
講
し
た
。

顧
み
れ
ば

元
禄
四
年
開

講
以
来
早
く
も
十
年
目
、
度
数
に
し
て
三
十
八
回
を
重
ね
た
柳
沢
経
範
に
も
、
何
と
な
く
沈
滞
の
気
配
が
感
ぜ
ら
れ
た
。
少
く
と
も
、
元
禄
八

・
九
年
か
ら
十
年
に
か
け

て
の
活
況
は
、
今
は
追
憶
の
か
な
た
に
薄
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

折
し
も
元
禄
十
四
年

(
一
七
〇

一
)
に
は
、
ま
ず

二
月
九
日
の
臨
駕
が
あ
り
、
『
孟
子
」
尽
心
章
句
上
、
「
人
之
所
二
不
レ
学
而
能
一者
、
其
良
能
也
、
所
二
不
レ
慮
而
知

一者
、

其
良
知
也
」

の
章
を
親
講
、
老
中
四
人
以
下
が
拝
聞
し
、
次
に
家
臣
四
人
が

『
孟
子
』
『
論
語
』
か
ら
各

一
章
、
残
る

一
人
は

『
晋
書
』
天
文
志
の
う
ち

老
人
星
の
事
を

載
せ
た

一
節
を
講
じ
た
。
月
余

の
後
、
三
月
十
四
日
浅
野
長
矩
匁
傷
事
件
が
突
発
し
た
が
、
綱
吉
も
保
明
も
こ
の
件
に
関
す
る
処
置
に

つ
い
て
何

の
危
惧
も
感
じ
な
か

っ

た
ら
し
い
。
四
月
二
十

二
日
の
柳
沢
邸
は
常

の
通
り
綱
吉
の
臨
駕
を
迎
え
、
『
中
庸
」
第

二
十
章

「
仁
者
人
也
」

の
親
講
を

老
中
以
下
が
拝
聞
、

家
臣
志
村
三
左
衛
門

・

荻
生
惣
右
衛
門
は

『
詩
経
」
各

一
編
を
講
じ
た
。
終

っ
て
綱
吉
は
黒
田
直
邦
方
に
赴
き
、
講
経
の
後
柳
沢
邸
に
も
ど

っ
た
。
十
月
九
日
、
綱
吉
は
黒
田

・
藤
沢
両
家
を
経

て
、
四

ッ
時
過
ぎ
に
柳
沢
邸

に
入
り
、
『
中
庸
」
第

二
十
章
の
う
ち
前
回
に
続
く

「
在
二
下
位
一不
レ
穫
二
乎
上
一、
民
不
レ
可
二
得
而
治
一　
」
以
下
の

一
段
を

講
じ
、

家
臣

一

人
が

「
小
学
」

の

一
章
を
進
講
し
た
。
次
い
で
十

一
月
二
十
六
日
の
臨
駕
の
と
き
、
綱
吉
は
改
め
て
保
明
を
面
前
に
召
し
、
父
安
宅
が
幼
時
よ
り
家
光
に
仕
え
て
数
十
年

勤
労
し
、
保
明
ま
た
弱
冠
の
昔
よ
り
今
に
至
り
夙
夜

の
労
を
怠
ら
ず
、
「
殊
に
儒
学
の
御
弟
子
と
し
て
、

よ
く
御
教
導
を
ま
も
り
、

専
ら
貞
実
に
つ
か

へ
奉
れ
ば
、
人
臣

た
る
も
の
の
模
範
た
ら
し
め
ん
と
の
御
旨
に
て
」
、
保
明
並
に
嫡
子
安
貞
に
家
紋

・
家
号
を
許
し
、

か

つ
将
軍

の
誰
の

一
字
を
与
え
、

永
く

一
族
に
准
ず
る
由

の
面
命
あ

り
、
出
羽
守
保
明
は
松
乎
美
濃
守
吉
保
、
越
前
守
安
貞
は
松
平
伊
勢
守
吉
里
と
改
め
た
。
「
常
憲
院
殿
御
実
紀
」
巻
四
十
四
は
右
の
次
第
を
載
せ

て
い
う
、
一
を
よ
そ
当
家

(徳
川
家
)
も
創
業

の
は
じ
あ
よ
り
閥
閲
佐
命
の
功
臣
少
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
吉
保
が
如
き
は
其
身
微
賎
よ
り
を
こ
り
、
し
き
り
に
家
興
し
、
寵
遇
を
得
て
か
か
る
栄

耀
を
極
め
し
事
は
、
い
ま
だ
其
た
め
し
な
し
と
そ
聞
え
け
る
L
と
。
な
お
吉
保

の
二
男
経
隆

・
三
男
時
睦
も
家
号
を
許
さ
れ
、
御
弟
子
の
内
に
加
え
ら
れ
た
。

こ
の
日
綱
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吉
は

『
中
庸
」
第

二
十
章

「
仁
者
人
也
」
を
再
び
親
講
、
家
臣
両
名
が
そ
れ
ぞ
れ

『
小
学
」
『
詩
経
」

の

一
節
を
講
じ
た
。

十
二
月
三
日
の

臨
駕

に
は

『
中
庸
」
第
二
十

章

「
天
下
之
達
道
五
」

の
親
講
に
次
い
で
家
臣

三
人
が

『
論
語
」
『
詩
経
』
を
進
講
し
、
終
り
に

一
盲
人

の
医
書
講
釈
が
あ
り
、

か
く
て

赤
穂
浪
士

の
辛
苦
を
よ
そ
に
、

柳
沢

一
族

の
無
上
の
栄
華
に
彩
ら
れ
て
、
元
禄
十
四
年
は
華
や
か
に
暮
れ
た
。

翌
元
禄
十
五
年

(
一
七
〇

二
)
春

二
月
五
日
、

ま
た

柳
沢
邸
に
臨
駕
あ
り
、
「
中
庸
」
第

二
十
章
中

一
或
生
而
知
レ
之
、
或
困
而
知
レ
之
、
及
二
其
知
τ
之

一
也
」

の

一
節

を
親
講
、
家
臣

三
人
が

『
論
語
」
を
講
じ
た
。

三
月
九
日
、
吉
保
は
綱
吉
に
召
さ
れ
、
今
度
桂
昌
院
叙
従

一
位

の
事
、
吉
保

の
建
白

に
よ

っ
た

こ
と
を
賞
し
、
な
お

「
吉

⑥

保
年
ご
ろ

一
人
に
て
国
家
の
枢
機
を
掌
り
、
内
外
を
統
御
す
る
功
労
他
に
比
す

べ
か
ら
ず
」
と
て
二
万
石
益
封
、
十

一
万
二
千
三
十
石
と
し
た
。
次

い
で
二
十
二
日
吉
保

邸

に
臨
駕
、
『
中
庸
』
第

二
十
章

の
う
ち

「
好
学
近
二乎
知

一、
力
行
近
二
乎
仁

一、
知
レ
恥
近
二
乎
勇

一」
と

い
う
、

い
わ
ゆ
る
三
近
の
章
を
親
講
、
次
に
近
隣
の
二
三
の
寵
臣

の
家
々
に
て
講
書
の
後
、
柳
沢
邸

に
戻

っ
た
。
し
か
る
に
そ
れ
か
ら
間
も
無
い
四
月
五
日
、
柳
沢
邸
か
ら
火
を
失
し
、
行
殿
ま
で
全
焼
し
た
。

こ
れ
を
吉
保
栄
耀

の
報

い

と
さ
さ
や
く
向
き
も
あ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し
被
災
後
半
年
も
た
た
ぬ
九
月

二
十

一
日
、
吉
保
は
新
造
の
邸
宅
に
臨
駕
を
迎
え
、

時
服
五
十
以
下

莫
大
な

賜
物
を

頂
戴
、

『
中
庸
」
第

二
十
章

「
凡
爲
二
天
下
国
家
一有
二
九
経
一」

の
段

の
親
講
を
拝
聞
、
次
い
で
家
臣
志
村
三
左
衛
門
、

荻
生
惣
右
衛
門
が

そ
れ
ぞ
れ

『
書
経
』
『
礼
記
」
を
進
講

し
た
。
十

二
月
五
日
ま
た
臨
駕
あ
り
、
『
中
庸
』
第

二
十
章

「
修
レ
身
則
道
立
」

の

一
節
を
親
講
、
細
川
綱
利
以
下
が
拝
聞
、

次
に
家
臣
二
名
が

そ
れ
ぞ
れ

『
詩
経
』
『
源

氏
物
語
」

の

一
節
を
進
講
し
た
。
赤
穂
浪
士
討
入
り
事
件
が
世
を
驚
か
せ
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
十
日
目
、
十

二
月
十
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
浪
士
の
処
分
に

つ
い
て
は
将

軍
は
じ
め
幕
閣

の
面
々
は
大
い
に
苦
慮
し
た
が
、
翌
十
六
年

二
月
四
日
、
浪
士
の
切
腹
と
吉
良
家
の
改
易
を
も

っ
て

一
件
落
着
す
る
の
を
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
同
月
十

三

日
柳
沢
邸
に
臨
駕
あ
り
、
『
論
語
』
為
政
編
首
章
を
親
講
、
家
臣
は

『
詩
経
』
を

進
講
し
た
。

こ
の
と
き

ま
た

一
家
臣
が

『
大
学
』

の
小
序
を
唐
音

に
よ

っ
て
講
じ
、
荻

生
惣
右
衛
門
が
こ
れ
を
通
訳
。
続

い
て
な
お
唐
音
問
答
が
数
返
行
わ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
の
唐
音
講
論
は
研
究
よ
り
も
む
し
ろ
座
興

の
た
め
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
次
の
九
月

二
十
六
日
の
臨
駕

の
と
き
は

『
論
語
』
衛
霊
公
編

「
無
為
而
治
者
其
舜
与
」

の
章
を
親
講
、
次

い
で
水
野
勝
長
宅
で
も
親
講
し
、
八

ッ
半
時
に
柳
沢
邸

に
も
ど

っ
た
。
柳

⑥

沢
経
籏
の
影
は
ま
た
し
て
も
薄
れ
て
い
る
。
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注『常
憲
院
殿
御
実
紀
巻
三
十
、
元
禄
九
年

三
月
二
十
八
日
条

に
い
う
、

「金
地
院
普
済
禅
師
、

『好
書
故
事
』
巻
六
に
は

「豊
前
守
長
重
」
と
あ
る
が
、
長
重
は
甲
斐
守
で
あ
る
。

柳
沢
経
延
に
つ
い
て

今
よ
り
奥
に
伺
公
す
べ
き
旨
仰
出
さ
る
。」
(
日
記
)
。
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柳
沢
経
延
に
つ
い
て

従

っ
て
こ
の
日
は
講
経
す
る
に
至
ら
な
か

っ
た
の
で
、
臨
駕
総
数
五
十
八
度
の
中
に
数
え
な
い
。

本
節
注
2
参
照
。

『常
憲
院
殿
御
実
紀
』
巻
四
十

二
に
拠
る
。

『
好
書
故
事
』
巻
七
に
は
十
八
日
と
す
る
が
典
拠
未
詳
。

『常
憲
院
殿
御
実
紀
』
巻
四
十
三
-
四
十
八
。

四

太
平
文
雅

の
世
は
、
い
つ
果
て
る
と
も
な
く
続

い
て
い
た
。
し
か
る
に
こ
の
元
禄
十
六
年

(
一
七
〇

三
)
十

一
月

二
十

三
日
夜
、

江
戸
に
大
地
震
が
起
り
、

「
郭
内
石

(
マ

マ
)

垣
所

々
く
つ
れ
、

櫓

多

門

あ
ま
た
た
を
れ
、
諸
大
名
は
じ
め
士
庶
の
家
、
数
を
尽
し
て
転
倒
す
。
ま
た
相
模

・
安
房

・
上
総
の
あ
た
り
は
海
水
わ
き
あ
が
り
、
人
家
頽

崩
し
、
火
も
え
出
で
、
人
畜
命
を
亡
ふ
者
、
数
ふ
る
に
い
と
ま
あ
ら
ず
」
と
い
う
惨
状
を
呈
し
、
翌
日
以
後
も
余
震
は
な
お
し
き
り
に
て
、
人
心
不
安
の
折
か
ら
、
二
十

九
日
、
烈
風
中
小
石
川
水
戸
邸
よ
り
失
火
し
、
本
郷
か
ら
上
野

・
湯
島

・
神
田

・
下
谷

・
浅
草
に
延
焼
、
両
国
橋

・
大
橋
を
焼
い
て

本
所

・
深
川
に

及
ぶ

大
火

と
な

っ

た
。

こ
の
際
湯
島
聖
堂
も
災
を
免
れ
ず
、
大
成
殿

・
行
殿

・
学
寮
等

こ
と
ご
と
く
焼
け
落
ち
た
。
た
だ
聖
像
等
を

持
出
す
こ
と
が

で
き
た

の
は

不
幸
中
の

幸
い
で
あ

っ

①

た
。
十

二
月

二
十
三
日
に
は
倹
約
令
が
下
さ
れ
、
年
改
ま

っ
て
宝
永
元
年

(
一
七
〇
四
)
と
な

っ
て
も
、
城
中
の
講
書
も
正
月
五
日
の
講
書
始
め
と
十
二
月
二
十
六
日
の

講
書
納
め
だ
け
が
型
通
り
に
行
わ
れ
た
ば
か
り
で
将
軍
の
親
講
は
な
く
、
従

っ
て
柳
沢
経
鑓
が
開
か
る
べ
く
も
な
か

っ
た
。
し
か
し
こ
の
年
吉
保
は
世
嗣
家
宣
擁
立
の
功

に
よ
り
十
二
月
二
十

一
日
甲
府
城
を
賜
わ
り
、

三
万
九
千
余
石
加
増
、
十
五
万
千

二
百
石
余
と
さ
れ
、
嫡
子
吉

里
は
右

の
講
書
納
め
の
日
に
初
め
て
城
中
で

「
論
語
』
を

②

講
じ
、
翌
二
年
正
月
五
日
の
講
書
始
め
に
も
将
軍
の
面
前

に
出

て
、
同
じ
く

『
論
語
」
を
講
ず
る
な
ど
、
柳
沢

一
家

の
顕
栄
は
依
然
た
る
も

の
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
同
二

年
二
月
五
日
に
は
震
火
災
後
最
初

の
臨
駕
を
迎
え
、
『
論
語
」
泰
伯
編

「
大
哉
尭
之
爲
レ
君
也
」

の
章
の
親
講
を
老
中
以
下
と
と
も
に
拝
聞
、
次
い
で
吉
里
が
同
じ
く

『
論

語
」

の

一
章
を
講
じ
た
。
次
に

一
家
臣
が

『
礼
記
」
楽
記
編

i
入
生
而
静
、
天
之
性
也
L

の

一
節
を
講
じ
て
後
、
家
臣
ら
が

「
中
」
の
字
を
唐
音

に
て
議
論
し
、
更
に
歌

道
に
堪
能
な
る
家
臣
十
六
入
が
出

て
、
的
場
甚
太
夫
を
奉
行
と
し
、
読
師

.
講
師

.
発
声

.
講
頗
の
諸
役
を
定
め
、
み
な
仮
に
六
位
の
装
束
を
着
け
、
さ
き
に
綱
吉
六
十

の
賀

の
と
き
に
詠
進
し
た
和
歌
十

二
首
を
披
講
し
、
次
に
月
桂
寺
碩
秀
ら
禅
僧

の
問
答
が
行
わ
れ
、
終
り
に
い
つ
も
の
通
り
能
楽
が
あ

っ
た
。
ま
る
で
去
年
の
欠
を
補
う

③

か
の
よ
う
に
盛
り
沢
山
な
日
程
で
あ

っ
た
。

こ
れ
よ
り
さ
き
宝
永
元
年

(
一
七
〇
四
)

二
月
、
幕
府
は
林
大
学
頭
信
篤

の
請

い
に
よ
り
湯
島
聖
堂
の
再
建
を
令
し
、
五
月
起

エ
、
十

一
月
上
棟
、
十

二
月
に
落
成
し
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た
。
再
造
の
廟
殿

・
学
舎

・
諸
門
の
配
置

・
規
模
等
は
大
体
旧
に
依

っ
た
が
、
大
成
殿
は
高
さ
三
尺
を
減
じ
、
饗
応
座
敷
は
再
築
さ
れ
た
が
、
御
成
座
敷
は
復
興
に
至
ら

な
か

っ
た
。
そ
も
そ
も
今
回
の
震
火

に
多
く
の
文
化
財
が
滅
失
し
た
中
に
も
聖
堂
の
炎
上
は
綱
吉

の
最
も
痛
惜
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
れ
ば

こ
そ
早
急
に
再
建
さ
れ
た

も

の
の
、
何
分
大
災
後
諸
事
多
端
の
折
か
ら
、
わ
ず
か
半
年

で
良
材
を
選
び
、
意
匠
を
凝
ら
す

こ
と
は
至
難

で
あ

っ
た
。
宝
永

二
年

(
一
七
〇
五
)

三
月

二
十
五
日
、
綱

吉

は
初
あ
て
新
廟

に
謁
し
た
が
、
そ
の
後
再
び
湯
島
に
赴
く

こ
と
は
な
か

っ
た
。
思
う
に
新
廟

の
造
構
の
旧
廟
に
及
ば
ざ
る
を
見
、
文
運
の
衰
退
を
感
ず
る
に
忍
び
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
綱
吉
は
こ
の
年
更
に
不
幸

に
際
会
し
た
。
六
月

二
十

一
日
、

生
母
桂
昌
院
が

七
十
九
歳
で

他
界
し
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
綱
吉
の
学

識

・
品
性

の
今
日
在
る
は
、
父
将
軍
家
光
の
旨
を
受
け
た
こ
の
母
の
精
根
こ
め
た
訓
育

の
賜
物

で
あ
り
、
従

っ
て
と
か
く

の
批
評
も
さ
さ
や
か
れ
る
綱
吉
の
講
書
熱
に
つ

い
て
も
、
母
こ
そ
無
二
の
理
解
者

で
あ

っ
た
。
か

つ
て
増
上
寺

の
貞
誉
大
僧

正
が
桂
昌
院

に
謁
し
、
本
来
武
将
た
る
将
軍
が
世
の
碩
学
さ
え
準
備
に
多
く
の
時
間
を
要
す

る
講
書
の
事

に
力
を
注
ぎ
、
僧
衆

に
対
す
る
講
釈
に
ま
で
努
め
ら
れ
て
は
天
下

の
政
務
を
視
る
に
暇
な
く
、
や
が
て
気
力
も
減
じ
、
御
病
気
づ
か
れ

で
は
い
か
が
と
案
じ

た
と
き
、
桂
昌
院
は
、
将
軍
は
天
下
の
た
め
に
は
、

い
か
ほ
ど
も
お
苦
し
み
あ
る
べ
く
、
万
民

に
よ
き
道
を
講
ず
る
た
め
に
御
命

の
縮
ま
り
給
わ
ん
は
御
本
意
に
て
侍
る

④

と
答
え
た
と
い
う
。
か
か
る
賢
母
で
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
綱
吉

の
孝
養
も
並
々
で
な
か

っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
今

こ
の
母
を
失

っ
た
綱
吉
は
広
く
世

の
儒
道
実
践

の
目
安
ま
で

見
失

っ
た
思
い
で
あ

っ
た
ろ
う
。

桂
昌
院

の
忌
み
明
け

の
後
、
宝
永

二
年

(
一
七
〇
五
)

九
月
二
十
六
日
に
柳
沢
邸
臨
駕
あ
り
、
『
論
語
」
陽
貨
編

一
性
相
近
、
習
相
遠
也
」

の
章
を

親
講
、

酒
井
忠
挙

以
下
が
拝
聞
、
吉

里
も

「
論
語
」
の

一
章
を
進
講
、
続

い
て
庶
子
安
通

・
安
睦
も

『
論
語
」

の

一
二
章
ず

つ
を
素
読
、
次
に
京
都
賀
茂

の
権
禰
宜
梨
木
左
京
権
大
夫
祐
之

の

『
日
本
書
紀
」
神
代

の
巻
、

日
神
降
誕

の
段

の
講
釈
が
あ
り
、
次
い
で
柳
沢
庶
子
ら
の
兵
法
の
上
覧
を
も

っ
て
終

っ
た
。
十

二
月
四
日
に
は

『
孟
子
』
離
婁
章
句
下
、

「
大
人
者
不
レ
失
二
其
赤
子
之
心
一者
也
」
の
章
を
親
講
、
次

い
で
綱
吉
は
黒
田

・
八
木
両
家

に
赴
き
、
両
家
に
て
講
書

の
後
、

柳
沢
邸
に
も
ど

っ
た
。

こ
の
月
十
八
日
に

ま

た
臨
駕
が
あ

っ
た
。
月

二
回
の
臨
駕
は
違
例

で
あ
る
。

こ
の
た
び
は

『
論
語
」
衛
霊
公
編

「
入
能
弘
レ
道
、
非
二
道
弘
丁
文
也
」
の
章
を
親
講
、

吉
里
も

同
編

の

一
章
を

進
講
、
次
に
庶
子
二
名

の
素
読
の
後
、
家
臣
三
名
が
論
孟

一
章
ず

つ
を
講
じ
、
ま
た
家
臣

一
名
が

『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
頭
の
三
首
を
進
講
、
終
り
に
珍
し
く
も
家
魏

一

名
が

『
詩
経
」
を
講
じ
、
絶
句

一
編
を
作

っ
て
上
覧

に
供
し
、
賞
賜
を
得
た
。

翌
三
年
に
は
五
月
六
日
来
駕
、

「
孟
子
」
離
婁
章
句
上
、

「
人
有
二
恒
言

一、
皆
日
二
天
下
国

家

一」

の
章
を
親
講
、
細
川
守
綱
等
が
拝
聞
、
吉
里
は

『
論
語
』
の

一
章
を
講
じ
、
庶
子

二
名
も

『
論
語
』
を
素
読
し
た
。
こ
の
日
に
は
な
お
浄
土
教

の
法
問
も
台
聴

に
供

し
た
。
九
月
三
日
に
は

『
孟
子
』
告
子
章
句
上
、
「
五
穀
者
種
之
美
者
也
」

の
章
を
親
講
、
吉
保
も
同
書

の

一
章
を
講
じ
、

次

い
で
二
庶
子
の
素
読
が
あ

っ
た
。

一
説

に

柳
沢
経
延
に
つ
い
て
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柳
沢
経
延
に
つ
い
て

よ
れ
ば
こ
の
日
荻
生
惣
右
衛
門
ら
家
臣
+
五
名
に

「
心
」

の
議
論
を
命
じ
た
と
い
発

妻

と
す
れ
ば

近
来
ま
れ
な

盛
観
で
あ

っ
た
ろ
や

次
に

+

二
月
+

百

に
は

『
論
語
』
衛
霊
公
編

「
君
子
者
義
以
爲
レ
質
」

の
章
を
親
講
、
吉
里
も
同
書

一
章
を
講
じ
、

二
庶
子
の

『
論
語
』
素
読
、

一
族

・
二
家
臣
の

『
論
語
」
『
礼
記
」
『
書
経
』

講
釈
を
も

っ
て
終

っ
た
。
翌
四
年

二
月
六
日
の
臨
駕
に
は
吉
保
の
五
十
歳
を
賀
し
て

『
論
語
」
雍
也
編
の

「
仁
者
寿
」

の
句
を

再
び

親
講
、

吉
里
も

同
書
の

]
章
を
講

じ
、
次
に
二
庶
子
の
同
書
素
読
、

一
家
臣
の
同
書
講
釈
が
あ

っ
た
。

こ
の
宝
永
四
年

(
一
七
〇
七
)

の
十
月
四
日
、
大
地
震
が
諸
国
を
襲
い
、
十

一
月
二
十

三
日
に
は
富
士
山
が
大
噴
火
し
て
宝
永
山
を
生
じ
、
東
海
地
方
に
降
灰

の
被
害

お
び
た
だ
し
く
、
翌
五
年

三
月
八
日
に
は
京
都

に
大
火
が
あ
り
、
禁
裏

・
仙
洞
も
炎
上
し
た
。
天
変
地
異

の
頻
発
を
為
政
者
の
不
徳
に
帰
す
る
儒
教
倫

理
よ
り
す
れ
ば
、

ま
ず
責
め
を
負
う
べ
き
者
は
将
軍
で
あ

っ
た
。

綱
吉
の
心
中
、

思
い
や
る
べ
き
で
あ

っ
た
ろ
う
。

宝
永
五
年

二
月

三
日
、

柳
沢
邸
は
ま
た
綱
吉
の
臨
駕
を
迎
え
た
が
、

吉
保

の
妻
の
快
気
祝
と
て
三
た
び

『
論
語
』

の

i
仁
者
寿
」
を
講
じ
、
吉
里
も
同
書

の

一
章
を
講
じ
、
次
に
庶
子
両
名
の
素
読
、

一
家
臣
の

『
論
語
』
講
釈
は
型

の
通
り

で
あ

っ
た
が
、
ほ
か
に
島
川
勾
当
仙
市
な
る
者

の

『
徒
然
草
』
講
釈
、
久
遠
寺
日
亭

の

「
観
世
音
本
義
」
講
説
が
あ
り
、
こ
の
間
綱
吉
は
家
臣
ら
の
剣
術
や
吉
保
飼
養
の

馬
を
見
、
ま
た
大
の
字
を
た
く
さ
ん
書
い
て
吉
保
の
妻
以
下
女
房
た
ち
に
分
か

つ
な
ど
、
雑
駁
極
ま
る
日
程
は
、

綱
吉
内
心
の

焦
慮
を

反
映
す
る
も

の
で
は

な
か

っ
た

か
。
こ
の
年
十
月
五
日
ま
た
臨
駕
あ
り
、
『
中
庸
』

の

「
斉
明
盛
服
」
を
親
講
し
た
が
、
当
家

の
家
臣
の
み
が
拝
聴
し
、

い
つ
も

の
老
中
以
下
の

列
座
は
な
く
、
吉
里
は

『
論
語
』
を
進
講
し
、
次
い
で
家
臣
十
六
名
が

「
太
極
」
の
義
を
荻
生
惣
右
衛
門
に

問
う
て
答
を
得
、

終

っ
て
綱
吉
が

『
孟
子
』
の

「
柾

レ
尺
直
レ
尋
」

に
答
う
る
と
、

「
好
貨
好
色
」
に
答
う
る
と
、
そ
の
語
の
不
同
な
る
ゆ
え
ん
を
問
い
、
惣
右
衛
門
が

こ
れ
に
も
奉
答
し
て
感
賞
に
あ
ず
か

っ
た
。
こ
れ
は
惣
右
衛
門
に
と

っ
て

一
期

の
思

い
出
と
な

っ
た
。
綱
吉

の
柳
沢
邸
来
臨
は
こ
れ
が
最
後
と
な
り
、

二
箇
月
後

の
宝
永
六
年

(
一
七
〇
九
)
正
月
十
日
、
こ
の
希
代

の
好
学
将
軍
は
失
意
の
う
ち

に
世
を
去

っ
た
。
時
に
年
六
十
四
歳

で
あ

っ
た
。

注

1
、

『常
憲
院
殿
御
実
紀
』
巻
四
十
八
。

2
、
同
上
書
巻
五
十
。

『
折
た
く
柴
の
記
』
巻
中
。

3
、
同
上
書
巻
五
十

↓
。

『好
書
故
事
』
巻
七
。

4
、

『昇
平
夜
話
』
巻
上
五
、
閏
門
。

『
古
事
類
苑
』
文
学
部

二
十
三
所
引
文
に

「良
誉
」
と
あ
る
は

「貞
誉
」

(了
也
)
の
誤
り
で
あ
る
。

5
、

『好
書
故
事
』
巻
九
、
御
講
論
上
、
常
憲
公
御
時
。
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五

綱
吉
は
生
母
桂
昌
院
が
何
事

よ
り
も
ま
ず
学
問
を
勧
あ
た
の
で
、

「
御

心
を
経
典
に
励
ま
し
給
ひ
、
ふ
か
く
伊
洛

の
書
に
御
精
神
を
そ
め
給
ひ
、
御
病
臥
と
い

へ
ど
も

書
巻
を
は
な
ち
給
は
ず
、
儒
臣
を
接
近
し
、
聖
道
を
討
論
し
給
ふ
事
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
御

み
ず
か
ら
も
経
書
を
講
演
し
、
内
外

の
臣
等

に
拝
聴
せ
し
め
ら
る
。
そ
の

あ
ざ
や
か

度
々
に
は
御
上
下
を
め
し
、
御
剣
を
も
遠
く
さ
け
」
て

「
先
聖
を
敬
礼
し
給
」

ひ
、
講
説
に
当

っ
て
は

「
英
弁
泉
の
如
く
湧
き
、
精
義
綺

の
如
く

聚

に
て
、
奉
問
奉
対

す
る
輩
、
汗
流
れ
神
奪
は
れ
、
敬
服
せ
ず
と
言
ふ
こ
と
な
し
、
問
惑

一
言
の
義

に
中
り
、
片
辞

の
理
に
合

へ
る
を
ば
、
色
を
降
し
顔
を
柔
げ
、
嘆
美
称
誉
し
給
は
ず
と
い

①

う

こ
と
な
し
」

と

い
う
恭
倹

な
態
度

は
前
後

の
将

軍

に
そ

の
比
を

見
難

い
と

こ
ろ

で
あ
り
、
「
い

つ
の
こ

ろ

に
や
、

近
臣

ら
が
御

講
書

承
り

し
後

に
、

御

弁

の
雄
英

に
お

わ
し

ま
す
と
義

理

の
詳

晰

な
る

こ
と

は
、

並

々
の
儒
者
等

の
お

さ
お
さ

及

ぶ
所

に
あ

ら
ず
と

評
し
奉

る

を
聞
し

め
し

て
、
汝

等
儒
学

を
何

と

心
得

た

る
や
、

い
に
し

へ
の

尭

舜

・
禺
湯

・
文
武

な
ど

い
ひ
し
聖

人
た
ち

は
皆

儒
者
な

り
、
今

の
ご

と
く
読

書
を
も

て
業

と
す

る
者

の
み

を
儒
と

い
ふ

は
後
世

の
事

に
て
、
大

な

る
誤
な

り
、

是
は
努

め

て
聖
人

の
道
を
狭
騰

に
す

る

な
り

と
仰

ら
れ
け

り
、

こ

の
こ
と
を
伝

へ
承

り
し
も

の
、

そ

の
御
論

の
高
確

な
る

に
感
じ
奉

り
け
り

」
と

い

い
、

■
ま

た
世

に
伝

へ
し
は
、

い

つ
も
御

講
書

の
終

に
は
、
此

上
は
各

の
心
得

に
あ
る
事

な
り
と
仰

ら
れ

し

こ
と
、
常

例

の
ご

と
く

に

て
あ

り
し
と

い
ふ

は
、
是
も

入

々
に
躬
行

実
践

の
道
を

し

ら
し
あ

②

ん
と
の
御
事
な
る
べ
し
」
な
ど
と
特
筆
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
総
合
す
れ
ば
、
綱
吉

の
期
待
し
た
儒
学
の
効
用
は
、
宿
老
重
臣
の
心
得

べ
き
治
道
の
学
よ
り
も
、

一
般
臣
僚

の

精
進
す

べ
き
修
己
の
道
に
こ
そ
見
い
だ
さ
る
べ
き
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
従

っ
て
こ
う
い
う
個
入
的
人
格
錬
成

の
道

の
探
究
に
は
、
江
城

の
威
儀
厳
然
た
る
殿
中

に
お
い
て
、
絶
対
者
た
る
将
軍

の

「
御
講
釈
」
を
ひ
た
す
ら
拝
聴
す
る
城
中
の

「
御
講
延
」

よ
り
も
、
例
え
ば
呪
近

の
大
名
邸

に
将
軍
の
方
か
ら
臨
駕
し
、
ま
ず
主
人

一

族
や
特
定

の
陪
席
者
に

燭
上
様
」
の
親
講
を
拝
聞
さ
せ
、
次

に
亭
主
や
そ
の
家
中
の
儒
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
進
講
し
、
事
宜
に
よ

っ
て
質
疑
応
答
か
ら
討
議
討
論
に
展
開
し
、

て
き

時
に
特
別

の
趣
向
を
加
え
る
と

い
う
、

い
わ
ゆ
る
経
舞

の
方
が
規
模
も
適
当
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
効
果
も
醗
面
で
あ

っ
た
。
殊
に
柳
沢
吉
保
邸

の
経
籏
は
、
綱
吉

の
潜

邸
時
代
以
来
の
情
誼
最
も
厚
き
寵
臣
宅

の
催
し
で
あ
り
、
綱
吉
が
終
始
心
お
き
な
く
臨
駕
を
重
ね
た
の
は
自
然

の
成
行

で
あ

っ
た
。
殊
に
こ
こ
の
経
籏

で
取
上
げ
ら
れ
る

こ

ワつ

書
目
は
、
城
中
の
講
書
が
、
治
道
の
昂
揚
を
め
ざ

し
て

『
大
学
」
や

『
易
』
に
重
き
を
置
い
た
の
と
は
事
か
わ
り
、
ほ
と
ん
ど
毎
回

『
論
語
」
『
孟
子
』
『
中
庸
」

の
、
し

か
も
道
徳

の
酒
養
、
品
性
の
向
上
に
資
す

べ
き
秀
句
が
自
由

に
選
択
、
講
究
さ
れ
た
こ
と
は
本
論
前

三
節
に
わ
た

っ
て
逐

一
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。
殊

に
元
禄
八
九
年

か
ら
十
年

に
か
か
る
こ
の
経
篭

の
黄
金
時
代

の
実
績
は
綱
吉

の
満
足
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
柳
沢
家

の
儒
臣
養
成
も

こ
の
期

に
ゆ
た
か
な
成
果
を
あ
げ
、
当
家
の

卿
学
問

柳
沢
経
延
に
つ
い
て

一49一

幽"



柳
沢
経
延
に
つ
い
て

③

教
授
の
者
L
と
し

て
荻
生
惣
右
衛
門

(
狙
棟
)
・
細
井
次
郎
大
夫

(広
沢
)
以
下
二
十
五
名
を
連
ね
て
い
た
。
た
だ
経
鑓
が
純
粋

に
学
究
的
意
欲
を

契
機
と
せ
ず
、

も
ち

ろ
ん
体
系
的
学
科
課
程
も
な
く
、
た
だ
随
時
将
軍
を
こ
の
寵
臣
方
に
迎
え
、
亭
主

・
家
族

・
家
臣
及
び
特
定

の
相
客
が
列
座
し
て
将
軍
自
選
の
秀
句
の
親
講
を
拝
聞
、
次

い
で
亭
主
以
下
家
臣
等
が
お
の
お
の
進
講
、
事
宜
に
よ

っ
て
は
質
疑
応
答
か
ら
討
議
討
論
も
展
開
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
サ

ロ
ン
的
性
格
も
具
有
し
た
た
め
に
、
や
が
て

は

「
特
別

の
趣
向
」

に
必
要
以
上
に
所
を
得
さ
せ
る
傾
向
が
生
じ
た
の
は
惜
し
む
べ
き
こ
と
で
あ

っ
た
。

か

つ
て
私
は
本
誌
第
七
号

(昭
和
四
十
八
年
)
掲
載

の
拙
稿

[
近
世
初
期
儒
学
史
に
お
け
る
二
三
の
問
題
」

に
お
い
て
、
若
き
日
の
林
羅
山

の
講
籏
に
対
す
る
清
原
秀

賢

の
告
訴

一
件
な
ら
び
に
こ
れ

に
関
す
る
二
三
の
通
説

に
関
係
す
る
疑
義
を
呈
し
た
末

に
、
「
思
う
に
近
世
初
期
の
儒
学
史

に
は
旧
来

の
通
説
を

再
検
討

す
べ
き
と
こ
ろ

が
ま
こ
と
に
多

い
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
か

の
東
照
大
神
君

の
朱
子
学
者
羅
山
に
対
す
る
信
任
を
経
と
す
る

『
羅
山
先
生
年
譜
」

「
羅
山
先
生
行
状
』

系
統
の
林
家
の

神
話
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
」
と
結
ん
だ
。

こ
う
い
う
用
心
は
百
年
下

っ
て
元
禄
時
代
の
儒
学
史
を
学
ぶ
場
合

に
も
必
要

で
あ

る
。

こ
の
時
期
に
幕
府

の
文
教
が
最
高
潮
に
達
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
当
時
の
壮
麗
な
る
聖
廟
や
頻
繁
な
る
親
講
な
ど
に
心
を
奪
わ
れ
、
政
治

・
文
化
の
す

べ
て

が
儒
教
主
義
を
も

っ
て
貫
か
れ

て
い
た
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ

こ
そ

コ
兀
禄
の
神
話
」

に
ま
ど
わ
さ
れ
た
も

の
と
い
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
例
え
ば
か
の
い
わ
ゆ

る
忠
臣
蔵
事
件
に

つ
い
て
こ
れ
を
見
る
に
ま
ず
匁
傷
事
件
は
、
大
礼
の
日
に
、
式
場
間
近
で
、
当
の
責
任
者
が
私
憤
に
よ

っ
て
兇
匁
を
振
る

っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
罪
状

は
明
白
で
あ
り
、
即
日
切
腹
、
改
易
と
い
う
処
断
は
、

い
か
な
る
儒
教
倫
理
を
も

っ
て
し
て
も
、
た
や
す
く
あ
ら
が
う
べ
く
も
な
か

っ
た
。
し
か
る
に
討
入
り
事
件

の
場

合
は
、
赤
穂
浪
士
の
立
場
に
つ
き
、
儒
学
者
の
間
に
意
見
の

一
致
を
見
い
だ
し
難
か

っ
た
。

こ
れ
は
匁
傷
事
件

の
素
因
と
な

っ
た
浅
野
長
矩

の
私
憤
の
由
来

に
つ
い
て
、

一
切
史
料
が
伝
わ
ら
な
い
た
め
、
討
入
り
が
果
た
し
て
亡
君

の
遺
恨
を
晴
ら
す
忠
義
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
亡
君

の
邪
志
を
継
ぐ
不
遅
と
な
る
か
に
つ
い
て
の
分
別
す
ら

困
難
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
論
は

一
般
に
義
士
に
対
し

て
同
情
的
で
あ
り
、
綱
吉
が
輪
王
寺
宮
の
私
見
を
問
う
た
と
き
も
、
ひ
そ
か

に
宮

④

の
助
命
論
を
期
待
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
確
答
を
得
な
か

っ
た
と
い
う
。

元
来
生
類
憐
れ
み
を
も

っ
て
仁
政
と
考
え
た
綱
吉
に
、
治
道
の
学
た
る
儒
学

の
達
見
を
求
め
る

の
は
無
理
で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
他
方
彼
が
柳
沢
経
篭
に
お
い
て
吉
保
と
と
も
に
多
年
講
究
し
た
修
己
の
道
と
し
て
の
儒
学

の
立
場
か
ら
も
、
吉
保

の
周
旋

で
幕
府
に
呈
せ

ら
れ
た
荻
生
祖
棟

の

『
擬
律
書
」
の
合
理
主
義

・
法
治
主
義
に
先
ん
じ
て
、
将
軍
自
身

の
立
場
か
ら
入
道
主
義
的

・
徳
治
主
義
的
断
案
を
下
す
に
至
ら
な
か

っ
た

の
は
遺

⑤

憾
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
辺
は
も
は
や
仁
政
家
綱
吉

の
到
達
す
べ
き
限
界

の
彼
方
に
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

綱
吉

の

一
好
学
」
は

「
学
を
好
む
」
と
い
う
よ
り
は

「
学
を
講
ず
る
を
好
む
」
と
解
す

べ
き
で
あ

っ
た
。

『
右
文
故
事
」
巻
六
、
元
禄
享
保
版
本
の
条

に
、

『
御
版
四
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書
」

『
御
版
周
易
』
等
と

い
う
小
型
本
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
諸
役
人
が
城
中

で
将
軍
の
親
講
を
聴
く
た
め
携
帯

の
便
を
図

っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
忙
し
い
勤
役
中
、
随
時

随
所

に
お
い
て
拝
聴
さ
せ
ら
れ
る

「
御
講
釈
」
は
そ

の
頻
繁
な
る
だ
け
で
も

一
般
に
不
評
で
あ

っ
た
。
後
年
将
軍
吉
宗
も
儒
学
に
心
を
用

い
た
が
、
こ
れ
は
綱
吉
の
よ
う

に
個
人
的
好
学
に
よ

っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
主
と
し
て
教
化

の
実
効
を
期
待
し

て
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
享
保
三
年

(
一
七

一
八
)
吉
宗
は
聖
堂
仰
高
門

の
講
釈
を
庶
民
に

も
開
放
し
、
林
門

の
者
に
毎
ロ
書
を
講
ぜ
し
め
た
が
、
参
聴
者
は
直
参
が

三
人
、
そ
の
他
も
極
め
て
少
数

で
あ

っ
た
。
翌
年
吉
宗
は
高
倉
屋
敷
に
も
講
席
を
開
き
、
木
下

順
庵
門
下

に
四
書
を
講
ぜ
し
め
た
が
、

こ
れ
ま
た
聴
衆
が
少
な
く
、
は
な
は
だ
不
振

で
あ

っ
た
。
吉
宗
は
諸
儒
を
督
責
し
、
汝
等
が
教
導

の
仕
様

に
て
多
く
も
な
る
べ
き

こ
と
な
り
、
心
を
入
れ
て
教
授
に
励
む

べ
し
と
諭
し
た
が
、
諸
儒
は

「
是
迄

の
如
く
心
の
ま
ま
に
講
席
に
出
る
様
に
て
は
人
び
と
怠
り
て
奮
発
す

る
者
少
か
る
べ
し
、
よ

り

て
旗
本
中

に
学
問
す
る
様
命
令
を
下
し
、
又
諸
大
名

・
諸
役
人

へ
も
上
の
思
召
に
よ
り
出
席
せ
よ
と
御
老
中
よ
り
命
令
を
下
さ
れ
な
ば
、
己
む
を
得
ず
出
席
し
て
生
徒

も
増
し
、
そ
の
内

に
自
然

に
会
得
し
て
真
実
に
学
に
志
す
者
も
出

で
来
ぬ
べ
し
」
と
い
う
意
見
で
あ

っ
た
。
吉
宗
は
失
望
を
禁
じ
得
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
吉
宗

は
あ
く
ま

で
強
制
的
手
段
を
避
け
、
岡
お
よ
そ
学
問
な
る
も

の
は
威
命
に
迫
り
て
な
す
と
き
は
、
そ
の
末
遂
げ
ぬ
も
の
な
り
、

常
憲
院
様

(綱
吉
)
御
代
、

深
く
儒
学
を

好
ま
せ
給
ひ
、
群
臣
に
命
じ
て
学
問
を
仰
せ

つ
け
ら
れ
た
る
た
め
、

一
同
殊

の
外
難
儀
致
し
、
今
に
至
る
ま

で
懲
り
居
る
次
第
な
り
、
と
か
く
上
よ
り
押
し
て
命
ず
る
に

⑥

及
ば
ず
、
入
び
と

の
心
よ
り
向
ふ
様
に
な
し
給
は
ん
と
の
」
意
向
を
示
し
た
。
さ
す
が
に
名
君
の
見
識
と
い
え
よ
う
。

綱
吉
は
い
か
に
も
善
意

の
人
で
あ

っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
他
人
の
善
意
を
信
ず
る
こ
と
も
厚
か

っ
た
。
彼
は
将
軍
と
し
て
政
務
に
追
わ
れ
る
身
な
が
ら
多
く
の
時
間
を
講

経

に
割
い
た
が
、
自
分

の
講
説
が
常
に
喜
ん
で
拝
聴
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
か

っ
た
。
し
か
し
か

の
悪
名
高
い
生
類
憐
れ
み
が
仁
政
で
あ
る
と
い
う
不
思
議

な
論
理
が
解
明
さ
れ
な
い
限
り
、
綱
吉

の
儒
学
者
と
し
て
の
立
場
は
成
り
立
た
ず
、
そ
れ
は
、
か
え

っ
て
将
軍
と
し
て
彼

の
信
望
を
落
と
す
素
地
と
な

っ
た
。
そ
れ
に
、

か

の
聖
堂

の
炎
上
後
、
為
政
者
の
不
徳
を
暗
示
す
る
よ
う
な
天
災
地
変
が
続
出
し
た

こ
と
も
、
綱
吉
晩
年

の
不
幸

で
あ

っ
た
。
彼
が

こ
の
よ
う
な
不
遇

の
う
ち

に
世
を
去

っ
た
と
き
、
彼

の
世
嗣
家
宣
を
女
婿
と
し
た
関
白
近
衛
基
熈
は
綱
吉

の

一
代
を
総
括
し
て
日
記
に
左

の
通
り
載
せ
て
い
る
。

十

日

宝
永

六
年

正
月
十

三
日
、

(
将
軍

綱
吉
嘉
)
、
抑

此
将

軍

政
務

三
十
年

間
、

歳
歳
無

二
吉
事

一、
諸

民

愁
憂

日

日
増

益
、
於

二
近
年

一者
待

二
其
譲

一而

己
、

(鰍

力
)

於

二
西
丸

(
家
宣
)
一者
大
旱

雲
電

而
、
諸

国
人
民

聞

二
此
凶
事

【、
内

心
含

レ
悦
者
歎

、
勿

レ
謂
勿

レ
謂

。

注

1
、

『
常
憲
院
殿
御
実
紀
』

一
巻
。

柳
沢
経
延
に
つ
い
て
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柳
沢
経
延
に
つ
い
て

2
、
同
附
録
巻
中
。

3
、
本
論
文
第
二
節
参
照
。

4
、
松
島
栄

一
『
忠
臣
蔵
』

(岩
波
新
書
昭
45
)。

5
、
田
原
嗣
郎

『赤
穂
四
十
六
士
論
』

(吉
川
弘
文
館
昭
53
)。

6
、

『有
徳
院
殿
御
実
紀
』
附
録
巻
十
お
よ
び
十

一
。
な
お
文
中
の

五
十
三
年
八
月
十
七
日
稿
)

「常
憲
院
様
御
代
云
々
」
は
徳
川
将
軍
自
身
が
以
前
の
将
軍
の
事
績
を
批
判
し
た
言
葉
と
し
て
珍
重
に
値
す
る
。

(昭
和

(
昭
和
五
十

三
年
八
月
十
七
日
稿
)
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